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令和２年度 保育施設・保育事業利用の案内 

 

保護者の就労や疾病等によりこどもを家庭で保育できない場合、市町村にお申込みいただき、保

育施設又は保育事業（以下「保育施設等」とする）を利用することができます。市町村が認可・確

認する保育施設等には保育所・認定こども園・地域型保育事業があります。詳しくは２ページをご

覧ください。 

 

大阪市では、利用申込の受付と併せて、面接を行います。申込の際には、必ず児童

と一緒にお越しください。 

 

１ 利用申込み方法 

  保育施設等の利用を希望される場合は、この案内をよくお読みの上、お住まいの区の保健福祉

センター保育担当へお申込みください（令和２年４月１日からの利用にかかる申込みについて

は、各保育施設等で受付を行う場合があります。詳しくは、各区広報紙等をご確認ください）。

平成 31 年４月 1日からの利用を申し込まれている方も、再度申込みが必要です。 

  申込み書類は、受付期間内に必ず提出してください（「就労・就学等証明書」、「診断書」等準

備に時間がかかる書類については、早めにお手続きを進めていただき、受付時にご提出くださ

い）。期間後に申込みをされた場合は、原則として次回の利用調整の対象となります。 

  なお、保育施設等の定員に余裕がないときなどは、希望施設等の利用ができない場合がありま

すので、あらかじめご了承ください。 

 

≪令和２年４月１日からの利用を希望する場合≫ 

（１）１次調整 

 受付期間：令和元年 10 月１日（火）～令和元年 10 月 15 日（火） 

  ※申込書配付は令和元年９月６日（金）から 

 結果通知：令和２年１月 24 日（金）発送予定（事前のお問い合わせにはお答えできません。） 

  ※支給認定証も同時期に送付予定です。 

申込状況を大阪市ホームページにて 10 月 25 日（金）頃に公表予定です。 

期限内に申し込まれた方の希望施設の変更及び不足書類等の追加提出は、令和元年 11 月 15

日（金）まで受け付けます。 

（２）２次調整 

 １次調整の結果、利用者数が保育施設等の受入可能数に満たなかった場合、２次調整を行いま

す。 

 受付期間：令和２年１月６日（月）～令和２年２月 14 日（金）まで 

 結果通知：令和２年２月 28 日（金）発送予定（事前のお問い合わせにはお答えできません。） 

※２次調整の結果、利用できる保育施設等が決まらなかった方（転所希望者を除く）に対して

は、状況を確認するアンケートを依頼します。ご協力をお願いします。 

  ※２次調整終了後の各区の空き状況に応じて、追加調整を行う可能性があります。 

≪年度途中の利用を希望する場合≫ 

 利用開始希望月の前月の５日（閉庁日の場合は翌開庁日）までにお申込みください。 

 前月から引き続き利用保留となった場合、改めての結果通知は発送いたしません。 

≪保育施設等の空き情報について≫ 

年度途中の利用を希望される方へ毎月１日に保育施設等の空き情報について公表しています。

※この冊子の内容は、令和元年９月時

点のものです。今後、変更となる可能

性があります。 
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設等もあります。 

  開所・開園時間や年末年始の休業日等は各施設によって異なります。また、認定された保育必

要量（７ページを参照）に応じて、保育施設等を利用できる時間帯が異なりますので、申込みの

際には必ずこれらの情報を確認してください。 

  また夜間保育所は通常の保育時間が 11 時～22 時となっており、普段夜遅くまで就労等をして

いる方の保育ニーズにも対応しています。 

  詳しくは、大阪市こども青少年局ホームページをご覧いただくか、各施設にお問い合わせくだ

さい。 

利用申込みの前に必ずお読みください 

 

○ 保育施設等により、保育方針や取り組みはさまざまです。必ず希望される保育施設等を児童と

一緒に実際に見学してから、申込みを行ってください。 

○ 保育施設等は原則として第６希望までご記入いただけますが、全て記入していただく必要は

ありません。通勤時間等を考慮し、利用が可能な範囲内で記入するようにしてください。保育施

設等の利用内定を正当な理由なく辞退した場合、次回の利用調整において点数を減点します。 

○ 就労内定の方 

  保育の利用が決定した場合、利用開始月中には就労を開始し、翌月末までに勤務証明書を提出

していただきます。提出されない場合は、利用決定を取り消すことがあります。 

○ 育児休業中の方 

  保育の利用が決定した場合、利用開始月中には復帰し、翌月末までに復職証明書を提出してい

ただきます。提出されない場合は、利用決定を取り消すことがあります。 

○ 求職活動中（起業の準備中を含む）の方 

  認定期間（保育の利用期間）は認定開始から 90 日を経過する日の月末までです。認定期間中

の指定の期日までに就労できなかった場合等は、再度利用調整の対象となります。 

○ 出産により申込む方 

  認定期間は産前産後８週間（多胎妊娠の場合は産前 14 週間）です。期間満了後に求職活動を

行う等保育が必要な事由がなければ、利用ができなくなります。（育児は保育が必要な事由とは

なりません。） 

 

４ 利用申込みに必要な書類・手続き 

  次の書類を、お住まいの区の保健福祉センター保育担当へ提出してください。申込児童１人に

つき、１部が必要となります。 

  これらの書類は、保育の必要性の認定（以下「教育・保育給付認定」といいます）及び利用調

整を行うための重要な資料です。書類の不足や内容に不備がないか、提出前によくご確認くださ

い。 

  なお、これらの書類の様式は、大阪市こども青少年局ホームページ（「保育施設・事業の利用

について」のページをご覧ください。）からもダウンロードが可能です。 

  トップページ > くらし > 子育て > 教育・保育サービス >  

大阪市内の保育所・保育サービス > 保育所 > 令和２年度 保育施設・事業の利用について 
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また、令和２年４月１日からの利用申込みに関して、１次調整の結果を踏まえ、２次調整の空き情

報についても公表します。メールマガジンに登録していただくと、空き情報が公表される際、携帯

電話に「お知らせメール」が配信されます。                

 

 

２ 利用できる施設・事業 

保育所 

  就労等のために家庭で保育のできない保護者に代わって、０歳（原則として生後６か月以上、

以下同じ）から小学校就学前の乳幼児を保育する児童福祉施設です。 

  利用時間：朝から夕方までの保育のほか、施設により延長保育・夜間保育を実施。 

認定こども園 

  幼稚園と保育所の機能をあわせ持ち、教育と保育を一体的に行うとともに、地域の子育て支援

も行う施設です。３歳以上のこどもは、保護者の就労状況等によらず利用することができ就労状

況が変わった場合でも通いなれた園を継続して利用することが可能です。 

  利用時間：朝から昼すぎ（保育を必要としない３～５歳のこども） 

       朝から夕方まで（保育を必要とする０～５歳のこども） 

  ※園によって受け入れるこどもの年齢に違いがあります。 

   園によっては一時預かり、延長保育を実施しています。 

  ※保育を必要としない３～５歳のこどもの入園に関しては、各園にお問い合わせください。 

地域型保育事業 

  施設より少人数の単位で、０歳から２歳のこどもを預かる事業です。次の４種類の事業があり

ます。 

 ・家庭的保育 

  家庭的な雰囲気のもとで、少人数（定員５人以下）を対象にきめ細かな保育を行います。 

 ・小規模保育 

  少人数（定員が６～19 人）を対象に、比較的小規模できめ細かな保育を行います。 

 ・居宅訪問型保育（大阪市では、令和元年９月時点で認可された事業はありません。） 

  保護者の居宅で、保育者とこどもが１対１で保育を行います。 

  居宅訪問型保育事業は、疾病や障がい等により集団保育が著しく困難であると認められる場

合やひとり親家庭で夜間の勤務がある場合等、他の施設等の利用が著しく困難である場合に

のみ利用ができます。 

 ・事業所内保育 

  企業の事業所の保育施設等で、従業員のこどもと地域のこどもを一緒に保育します。 

なお大阪市では、ホームページに大阪市幼稚園・保育所等マップを掲載しており、こちらから

詳しい情報を確認することも可能です。 

 トップページ > くらし > 子育て > 教育・保育サービス > 教育・保育サービスの利用について 

 

３ 利用可能日時について 

  保育施設等を利用できる日は原則として月曜日から土曜日ですが、休日に利用できる保育施

大阪市内保育施設等の空き情報について

http://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000293428.html       

メールマガジンの登録については上記のＵＲＬ及びＱＲコードからアクセ

スしていただけます。 
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